
 

第９回岐阜市農業委員会総会議事録 

開催日時 

開催場所 

 

出席農業 

委員 

 

 

 

 

会 長 

 

出席農地

利用最適

化推進委

員 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

関 係 者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年９月１０日（月） 午後３時００分 

岐阜市役所 低層部３階 大会議室 

 

櫻井  宏 ・ 福田 正義 ・ 河田  均 ・ 永田 昭三 

林  安廣 ・ 椙下 信孝 ・ 西垣  隆 ・ 山口 基治 

森瀨  宏 ・ 野々村 貢 ・ 清水 健吉 ・ 江崎 和浩 

中川美那子 ・ 江﨑 美咲 ・ 國井 忠男 ・ 古田  薰 

松野 芳正 

  

栗本 恒雄 

 

伊藤 一仁 ・ 伊藤 義照 ・ 塩谷 芳美 ・ 小河  先 

奥村 富則 ・ 加納 康男 ・ 神谷 保行 ・ 岸野 治郎 

桒原 修司 ・ 杉本 宜永 ・ 髙橋 直美 ・ 田中 鉄男 

辻  政廣 ・ 戸﨑 和美 ・ 林  俊朗 ・ 福井 正弘 

本田 忠男 ・ 眞鍋  勇 ・ 村瀬 忠彦 ・ 山田 貞夫 

 

事務局長  奥田 泰史     

副主幹   髙島 明見    主査     則竹 邦彦             

副主査   吉村 雅子    主任    棚橋 秀行  

主任主事  木下 勇気    主事    片岡 美晴  

主事    佐藤 優希    主事    福薗 いづみ  

 

 

  農林部農林政策課主任     出口 大治 
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議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

第５７号 農地法第３条第１項の規定による許可申請の審議に

ついて  

第５８号 農地法第４条第１項の規定による農地転用許可申請

の審議について  

第５９号 農地法第５条第１項の規定による農地転用許可申請

の審議について  

第６０号 農地法第３条の３の規定による届出並びに同法第４

条第１項第７号及び第５条第１項第６号の規定によ

る農地転用届出の受理の報告について  

第６１号 租税特別措置法第７０条の６第１項の規定による農

地等に係る相続税の納税猶予の適用に関する適格者

証明願の審議について  

第６２号 平成２９年度農地所有適格法人要件確認報告書につ

いて  

第６３号 平成３１年度農業施策に関する要望書について  

第６４号 岐阜農業振興地域整備計画の変更に対する意見決定

について  

 

それでは、平成３０年第９回農業委員会総会を開会致します。

ただいまの出席委員は、１８名中１８名で全員出席ですので、本

会議は成立することを報告致します。 

議事に入るに先立ちまして、本日の議事録署名者を慣例により

まして、私から指名でお願いしたいと思いますが、よろしいです

か。 

 

【「異議なし」との声が多数あり。】 

 

それでは、議席番号１番、櫻井宏委員、議席番号２番、福田正

義委員、よろしくお願いします。 

 

本日、農地利用最適化推進委員の御出席がありますので、農地

利用最適化推進委員の方も御意見や御質問がありましたらよろし

くお願いします。 

 

それでは、議案の審議に入ります。議案第５７号、農地法第３

条第１項の規定による許可申請の審議について、今回の申請は、 
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議  長 

 

 

 

 

 

所有権の移転８件、使用貸借による権利の設定１件、以上を議題 

と致します。事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第５７号、農地法第３条第１項の規定による許

可申請の審議について説明させていただきます。 

農地を耕作目的で所有権を移転する場合や、使用収益を目的と

する権利を設定し、若しくは移転する場合の許可申請であります。

今回提案しております申請のいずれも、農地法に規定する不許可

基準に抵触しないものであると判断しております。 

２ページをお願い致します。 

申請明細１番、鷺山地区からの申請内容は、所有権の移転で、

農業経営の縮小を図る譲渡人が、農業経営の拡大を図る譲受人へ

畑を譲り渡すものです。 

３ページをお願い致します。 

申請明細２番、常磐地区からの申請内容は、所有権の移転で、

農業経営の縮小を図る譲渡人が、農業経営の拡大を図る譲受人へ

田を譲り渡すものです。 

申請明細３番、木田地区からの申請内容は、使用貸借の設定で、

貸人は農業経営の縮小を図り、借人はこの農地を借りて農業経営

の拡大を図ろうとするものです。 

４ページをお願い致します。 

申請明細４番、方県地区からの申請内容は、所有権の移転で、

農業経営の縮小を図る譲渡人が、農業経営の拡大を図る譲受人へ

田、畑を譲り渡すものです。 

４ページ、５ページをお願い致します。 

申請明細５番、６番、７番、８番、９番、合渡地区からの申請

内容は、所有権の移転で、農業経営の縮小を図る譲渡人が、農業

経営の拡大を図る譲受人へ田、畑を譲り渡すものです。 

以上でございます。 

 

ただいま、議案第５７号について事務局から申請内容の説明が

ありました。 

各申請者の営農状況等について、担当地区の農業委員の皆様か

ら説明をいただきます。 

それでは、２ページ１番の鷺山地区の申請については、担当地

区の森瀨宏委員、御説明をお願いします。 
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今回の申請は、農業経営を縮小したい譲渡人が農業経営を拡大

したい譲受人に農地を売買するものであります。 

８月２３日に鷺山地区の農地利用最適化推進委員、事務局職員

とともに現地立会いを行いました。申請地では野菜を栽培する予

定とのことです。 

譲受人は地元で野菜を栽培しており、農業経験も豊富です。地

域の取り決めも理解しており、許可については問題ないと考えて

おります。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、３ページ２番の常磐地区からの申請については、

担当地区の河田均委員、御説明をお願いします。 

 

今回の申請は、農業経営を縮小したい譲渡人が農業経営を拡大

したい譲受人に農地を売買するものであります。 

譲受人は、本市及び近郊で水稲や野菜の栽培をしており、これ

までの耕作状況も問題なく、農機具も十分に保有しています。８

月２２日に農地利用最適化推進委員、事務局職員と共に現地立合

いを行い、地域の取り決めなどを守っていただけるということを

確認しており、許可は問題ないと判断しております。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、同じく３ページ３番の木田地区からの申請につい

ては、担当地区の西垣隆委員、御説明をお願いします。 

 

今回の申請は、農業経営を縮小する使用貸人から農業経営の拡

大を図る使用借人へ農地を貸借するものであります。今回の申請

地において、水稲を栽培される予定と聞いております。 

使用借人は地区外の方ですが、農業経験は豊富でございます。

また農機具なども事務局員が確認してございます。 

なお、地元の取り決めも十分に理解していただいておりますの

で、地元としては問題がないと考えております。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、４ページ４番の方県地区からの申請については、

担当地区の野々村貢委員、御説明をお願いします。 



 

野々村委員 
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議  長 

今回の申請は、方県地区を中心に耕作している譲受人が農業経

営を拡大するために農地を購入するものでございます。 

８月１３日に農地利用最適化推進委員、事務局職員と共に現地

立合いを行いました。立会いの際に農機具等を確認し、地域の取

り決めなども守っていただけるということでしたので、地元とし

ても許可は問題ないと考えております。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、同じく４ページ５番から５ページ９番までの合渡

地区からの申請については、担当地区の國井忠男委員、御説明を

お願いします。 

 

申請明細５番から９番まで５件まとめて説明いたします。 

譲渡人は農作業の経験が無く、相続した農地の維持管理ができ

ないため、農業経営を拡大したい譲受人に農地を売却するもので

あります。 

８月２４日に合渡地区の農地利用最適化推進委員、事務局職員

とともに現地立会いを行いました。  

申請明細５番及び６番については、譲受人は地元合渡の担い手

で、申請地では水稲を栽培する予定とのことです。 

申請明細７番、８番及び９番については、譲受人は地区外の方

ですが、農作業の経験も十分で、申請地の田では水稲を、畑では

野菜を栽培する予定とのことです。 

いずれの譲受人も地域の取り決めを十分理解しており、許可に

ついては問題ないと考えております。 

 

ありがとうございました。 

議案第５７号について、何か御意見等ございましたら御発言願

いたいと思います。 

 

御発言も無いようですので、原案のとおり決定することについ

て、御異議ございませんか。 

 

【「異議なし」との声が多数あり。】 

 

御異議ございませんので、原案のとおり決定致します。 
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引き続きまして、議案第５８号、農地法第４条第１項の規定に

よる農地転用許可申請の審議について２件、以上を議題と致しま

す。事務局の説明を求めます。  

 

それでは、議案第５８号農地法第４条第１項の規定による農地

転用許可申請の審議について説明させていただきます。 

市街化調整区域内にある農地を、耕作する者自らが転用する場

合の許可申請であります。 

今回は、７ページの用途区分別総括表にありますように、一般

個人住宅が１件、その他１件、合計２件で、転用面積は、 

田１，７３７平方メートル、畑４１５平方メートル、 

合計２，１５２平方メートルとなっております。 

８ページの申請明細をお願い致します。 

申請明細１番、方県地区の申請内容は、一時転用により農地の

嵩上げをするものでございます。申請地は、市が定める農業振興

地域整備計画において農用地として利用すべき土地として定めら

れた土地の区域内の農地です。周辺の農地等に係る営農条件に支

障がないこと、一時転用が妥当であることから許可し得るもので

す。 

申請明細２番、西郷地区の申請内容は、駐車場に転用するもの

でございます。申請地は、おおむね１０ヘクタール以上の規模の

一団の農地の区域内にある農地であり、第１種農地と判断します。 

既存敷地の拡張にあたりその転用面積が既存施設の２分の１以下

のため、例外的に許可し得るものです。 

以上でございます。 

 

ありがとうございました。議案第５８号について、何か御意見

等ございましたら御発言願いたいと思います。 

 

御発言も無いようですので、原案のとおり決定することについ

て、御異議ございませんか。 

 

【「異議なし」との声が多数あり。】 

 

御異議ございませんので、原案のとおり決定致します。 
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引き続きまして、議案第５９号、農地法第５条第１項の規定に

よる農地転用許可申請の審議について、所有権の移転２件、賃借

権の設定３件、以上を議題と致します。事務局の説明を求めます。  

 

それでは、議案第５９号、農地法第５条第１項の規定による農

地転用許可申請の審議について説明させていただきます。 

市街化調整区域内にある農地を農地以外のものにするために、

所有権の移転又は貸借による権利の設定を行う場合の許可申請で

あります。 

１０ページをお願い致します。 

用途区分別総括表にありますように、用途区分別では一般個人

住宅が１件、店舗等施設が２件、貸駐車場、資材置場が１件、土

石等採取用地が１件、合計５件で、転用面積は、田６，５０２平

方メートル、畑１，０９０平方メートル、計７，５９２平方メー

トルとなっております。 

１１ページをお願い致します。 

申請明細１番、芥見地区の申請内容は、賃貸借権の設定による

店舗等施設への転用です。申請地は、宅地化の状況から見て、道

路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水

路等によって区画された地域の面積に占める宅地の面積の割合が

４０パーセントを超える街区の中に位置しているため、第３種農

地と判断します。よって許可し得るものです。 

この申請は、１，０００平方メートルを超える大規模転用にな

りますので５３ページに位置図を付けてございます。御覧くださ

い。 

右上の周辺地図ですが、転用される場所は芥見地区の北部で、

主要地方道川島三輪線沿いの、藍川北中学校から北東へ約６００

メートルのところに位置している農地でございます。 

１１ページをお願い致します。 

申請明細２番、芥見地区の申請内容は、賃貸借権の設定による

砂利採取用地への一時転用です。申請地は、市が定める農業振興

地域整備計画において農用地として利用すべき土地として定めら

れた土地の区域内の農地です。周辺の農地等に係る営農条件に支

障がないこと、一時転用が妥当であることから許可し得るもので

す。 

この申請は、１，０００平方メートルを超える大規模転用にな
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りますので５４ページに位置図を付けてございます。御覧くださ

い。 

右上の周辺地図ですが、転用される場所は、芥見地区の南部で、

県道５３号線沿いの、岩小学校から北へ約５００メートルのとこ

ろに位置している農地でございます。 

１１ページをお願い致します。 

申請明細３番、合渡地区の申請内容は、所有権移転による駐車

場への転用です。申請地は、宅地化の状況から見て、道路、鉄道

若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によ

って区画された地域の面積に占める宅地の面積の割合が４０パー

セントを超える街区の中に位置しているため、第３種農地と判断

します。よって許可し得るものです。 

１２ページをお願い致します。 

申請明細４番、三輪地区の申請内容は、所有権移転による分家

住宅への転用です。申請地は、おおむね１０ヘクタール以上の規

模の一団の農地の区域内にある農地であり、第１種農地と判断し

ます。ただし、既存敷地の拡張にあたりその転用面積が既存施設

の２分の１以下のため、例外的に許可し得るものです。 

申請明細５番、三輪地区の申請内容は、賃貸借設定による駐車

場への転用です。申請地は、おおむね１０ヘクタール以上の規模

の一団の農地の区域内にある農地であり、第１種農地と判断しま

す。ただし、既存敷地の拡張にあたりその転用面積が既存施設の

２分の１以下のため、例外的に許可し得るものです。 

以上でございます。 

 

ただいま議案第５９号について事務局から説明を受けましたが、

１１ページ１番及び２番の芥見地区から申請されました農地転用

については、現地調査を行いました。担当地区の清水健吉委員、

御説明をお願いします。 

 

先月２１日に農地利用最適化推進委員の篠田委員、事業者、事

務局職員と私で２件の現地立会いを行いました。 

まず申請明細１番につきましては、水路や田に接している部分

がありますが、Ｌ型擁壁等を設置し、周辺農地等に影響を及ぼさ

ないよう施工していただけると聞いております。また、立会い時

に水路際の管理についてもお願いしておりますので、許可は問題
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ないと思っております。 

次に申請明細２番につきましては、事業者は現在岩地区及び芥

見地区で砂利採取のための一時転用許可を受けております。その

砂利採取地において、これまでに二度、砂利採取法第２１条に規

定された採取計画の遵守義務に違反しておりますが、県の指導の

もと、その都度速やかに是正はされております。 

今後このような違反が無いよう事務局から指導したところ、周

辺農地や住民に対して十分な配慮をし、砂利採取法に基づいて計

画どおり事業を行うことを約束されましたので、今回の申請につ

きまして、地元として許可はやむを得ないと判断しております。 

以上です。 

 

ありがとうございました。議案第５９号について、何か御意見

等ございましたら御発言願いたいと思います。 

 

御発言も無いようですので、原案のとおり決定することについ

て、御異議ございませんか。 

 

【「異議なし」との声が多数あり。】 

 

御異議ございませんので、原案のとおり決定致します。 

引き続きまして、議案第６０号、農地法第３条の３の規定によ

る届出並びに同法第４条第１項第７号及び第５条第１項第６号の

規定による農地転用届出の受理の報告について、第３条の３届出   

３４件、第４条届出１２件、第５条届出５０件、以上を報告させ

ていただきます。事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第６０号、農地法第３条の３の規定による届出

並びに同法第４条第１項第７号及び第５条第１項第６号の規定に

よる農地転用届出の受理の報告について説明させていただきます。 

はじめに第３条の３の規定による許可が不要であります相続等

による農地の権利取得の届出です。 

１４ページをお願い致します。 

各地区別の報告となっております。届出のありました３４件の

内訳は、 

田が６１筆３４，１４５．３２平方メートル、 
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畑が９７筆２９，４６４．３８平方メートルで、 

計１５８筆６３，６０９．７０平方メートルでありました。 

続きまして１５ページをお願い致します。 

市街化区域内の農地を耕作者自らが転用する第４条届出の総括

表となります。用途区分別では、一般個人住宅が４件、集団住宅

その他が１件、道水路・鉄道用地が１件、店舗等施設が１件、貸

駐車場・資材置場が５件、合計１２件で、面積と致しましては、 

田、畑合計で３，８５３平方メートルとなっております。 

受理明細は１６ページから１８ページに記載してございます。 

続きまして１９ページをお願い致します。 

市街化区域内の農地を転用目的のため権利の移動、若しくは設

定を行う第５条届出の総括表となっております。用途区分別では、

一般個人住宅が２２件、集団住宅その他が１９件、官公署・病院

等公的施設が１件、工・鉱業用地が２件、店舗等施設が２件、貸

駐車場・資材置場が４件、合計５０件で、面積といたしましては、 

田、畑合計で２６，８７４．１６平方メートルとなっております。 

受理明細につきましては、２０ページから３３ページとなって

おります。 

以上、農地の権利取得及び市街化区域内農地の転用につきまし

て、届出内容が適法であると認められたものにつきまして、平成

３０年８月に農業委員会事務局規程に基づき、農業委員会事務局

長が受理を行いましたものを報告させていただきます。 

 

ただいまの議案第６０号については、報告議案でございますの

で御承知おきください。 

 

引き続きまして議案第６１号、租税特別措置法第７０条の６第

１項の規定による農地等に係る相続税の納税猶予の適用に関する

適格者証明願の審議について、今回の出願は３件、以上を議題と

致します。事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第６１号、租税特別措置法第７０条の６第１項

の規定による農地等に係る相続税の納税猶予の適用に関する適格

者証明願の審議について説明させていただきます。 

３５ページをお願い致します。 

今回は３件提出されており、特例適用農地面積は、 
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田が９８２平方メートル、畑が１，６０５平方メートルで、 

計２，５８７平方メートルとなっております。 

証明願の内容審査としまして、事務局において遺産分割協議書

等による相続人の確認を行い、特例適用農地について適正な耕作

が行われていることなど、納税猶予を受けるための要件を備えて

いるか十分調査し、提案させていただいております。 

以上でございます。 

 

ただいま、議案第６１号について説明を受けましたが、何か御

意見等ございましたら御発言願いたいと思います。 

 

御発言も無いようですので、原案のとおり決定することについ

て、御異議ございませんか。 

 

【「異議なし」との声が多数あり。】 

 

御異議ございませんので、原案のとおり決定致します。 

 

引き続きまして、議案第６２号、平成２９年度農地所有適格法

人要件確認報告書について、要件確認報告書２２件、以上を報告

させていただきます。 

事務局の説明を求めます。 

  

議案第６２号、平成２９年度農地所有適格法人要件確認報告書

について説明致します。 

議案書の３７ページから４０ページを御覧ください。 

農地法第６条第１項及び施行規則第５８条には、農地所有適格

法人であって、農地を所有し、又は他人の所有する農地を法人の

耕作に供しているものは、毎年、事業の状況等を毎事業年度の終

了後３か月以内に、農地の所在地を管轄する農業委員会に報告し

なければならないと規定されております。 

岐阜市の２６法人のうち、今年度提出が必要な２２法人全てか

ら提出されました報告書を基に、農地法第２条第３項本文及び各

号に定める要件を満たしているか確認を致しました。 

農地法に定義する農地所有適格法人とは、農事組合法人、公開

会社でない株式会社、又は持分会社で、次に述べる要件をすべて
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満たしているものを言います。一つ目は、事業要件としまして、

その法人の主たる事業が農業、又はその農業に関連する事業であ

ること。二つ目は、株式会社にあっては、農業に携わる株主の有

する議決権が総株主の議決権の過半を占めていること、持分会社

にあっては、農業に携わる社員の数が社員の総数の過半を占めて

いること。三つ目に業務執行役員要件としまして、その法人の経

営責任者となります役員の過半の者が法人の農業又は関連事業に

常時従事しており、かつ、その役員又は重要な使用人のうち１人

以上が、農作業に従事する者である必要があります。 

各法人から提出されました報告書を審査しましたところ、これ

らの要件をすべて満たしておりましたので報告させていただきま

す。 

なお、報告の必要の無い４法人ですが、１法人は業務実績が無

いもの、１法人は他市へ報告を提出しているもの、２法人は平成

２９年度から法人化されたため、報告期日が未到来のものです。 

以上でございます。 

 

ただいま、議案第６２号については、報告議案でございますの

で御承知おきください。 

 

引き続きまして、議案第６３号、平成３１年度農業施策に関す

る要望書について、を議題と致します。 

７月２０日に生産対策専門委員会及び耕地対策専門委員会、７

月２４日に環境対策専門委員会、７月２７日に農政対策専門委員

会を開催致しました。 

その後、８月２７日に役員会を開催し、専門委員会ごとに研究

討議されました要望事項を審議検討し、「要望書平成３１年度農

業施策について」として取りまとめましたので、提案致します。

内容につきましては、事務局から説明致します。 

 

  議案第６３号、平成３１年度農業施策に関する要望書について、 

説明致します。 

議案書４２ページからの要望書（案）は、会長から説明のあり 

ましたとおり、各専門委員会及び役員会を経て、１０項目４３の

要望を取りまとめています。要望書の構成は、項目ごとに要望の

要旨を記し、要望内容は四角い枠で囲ってあります。また、項目



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の上部及び枠内の各要望内容に添えました括弧内には、内容に応

じた要望先を記しております。 

４３ページを御覧ください。 

国、県、市及びＪＡに提出する際の添書となります。 

４４ページを御覧ください。 

要望事項の一覧となります。 

４５ページを御覧ください。 

「１、農業委員会活動について」の要望事項です。 

（１）は国へ、（２）は市へ要望するものです。 

（１）農業委員会の意見の公表、他の行政庁への要望、行政庁 

の諮問に対する答申は、行政庁や市民に農業者の声を届ける大変 

重要な手法であるため、農業者の声が届けやすい仕組みづくりを 

考慮されたい。 

（２）市内３０地域で活動する農政推進委員会は、農政推進に 

欠くことのできない単位組織であり、その活動に要する財源につ 

いて本年度と同額以上の予算を確保されたい。 

続きまして、「２、経営所得安定対策等について」の要望事項 

です。 

（１）は国、県、市へ、（２）はＪＡへ、（３）は国、県、Ｊ 

Ａへ要望するものです。 

（１）配分枠については、本年度と同額以上の予算規模を確保

されたい。 

（２）今後も飼料用米の生産に取り組む農業者の増加が見込ま 

れるため、販路拡大を図るとともに、専用施設を確保されたい。 

４６ページを御覧ください。 

（３）米の生産調整について、市農業再生協議会が確実に機能 

するよう、ＪＡを中心として国全体、及び岐阜県全体で調整でき 

る仕組みを検討されたい。 

続きまして、「３、農地中間管理事業について」の要望事項です。 

（１）は国、県、市、ＪＡへ、（２）は国、県、市へ、（３） 

は県への要望事項です。 

（１）農業は、地域全体の調和を以て機能しているという実態 

を考慮した上で、同機構による集積においては、引き続き地域特

性に十分配慮し、効率的な集積を図られたい。 

（２）耕作放棄地の解消のため、課税強化の実施等、農地中間 

管理事業の活用を積極的に進め、更なる対策を図られたい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）農地集積を加速化するため、機構集積協力金の予算を確 

保されたい。 

続きまして、「４、多面的機能支払交付金等について」の要望

事項です。 

４７ページを御覧ください。 

（１）は国へ、（２）と（３）は市へ要望するものです。 

（１）多面的機能支払交付金の制度は、これまでの活動により 

理解され、活動も定着してきていることから、来年度以降も継続 

して予算を維持するとともに、活動組織がこれまで以上に取り組 

みができる制度として充実を図られたい。また、本事業で助成の 

対象となる適用区域の拡大について積極的に検討をされたい。 

（２）非農家である市民も利用している農業用排水路等の水路 

浚渫については、関係部署で対応するとともに、道水路の法面管 

理を行っている担い手に対する助成制度を検討されたい。 

（３）農業用排水路の管理は担い手だけでは困難なため、排水 

路を使用する非農家も含めた周辺住民と共同で管理ができるよう、 

コミュニティの育成に寄与する施策等を講じられたい。 

続きまして、「５、農業生産振興及び担い手対策について」の 

要望事項です。 

（１）から（４）までは県、市、ＪＡへ、（５）から（７）ま 

では市、ＪＡへ、（８）と（９）は県、市、ＪＡへ、（１０）は 

県へ、（１１）は県、市へ、（１２）は市へ要望するものです。 

（１）本市特産農産物の生産拡大とブランド化を促すため、「ぎ 

ふクリーン農業」の啓発に努め、減化学合成農薬・減化学肥料に 

効果的な農業用機械等の導入に対し、引き続き助成されたい。 

（２）農業者の生産意欲の向上及び経営の安定化を図るため、 

薬用作物栽培やブランド農産物の開発に向けた研究、販路の開拓、

積極的な広報活動など、農業所得の向上につながるよう努められ

たい。 

（３）新規就農者が早期に自立し、安全、安心で質の高い農業 

生産に専念できるよう、就農時の支援を継続されたい。 

４８ページを御覧ください。 

（４）環境への影響に配慮するため、農薬の適正使用について、 

さらなる啓発活動を実施されたい。また、必要とされる農薬の安 

全性をはじめ、早朝時における農作業等について地域住民の理解 

が得られるよう、効果的な広報活動や地域のコミュニケーション 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策を進めると共に、農地へのゴミの投棄やペットの散歩時のマ 

ナーについて、市民への啓発を図られたい。 

（５）今後の地域農業の担い手づくりに向けた、集落営農組織 

の法人化や規模拡大を推進し、同組織への水田農業用機械の貸与 

及び導入に対する助成制度など支援の充実を図られたい。また、 

農協が主体となる営農組織の立ち上げを検討されたい。 

（６）市民が農業を身近に感じ、地域とふれあうことができる 

市民農園開設について引き続き支援されたい。 

（７）農業用使用済プラスチック、空容器及び廃棄農薬の回収 

について広く周知を図られたい。 

（８）農業後継者不足を解消する方策として、技術指導等をは 

じめ、研修制度の拡充、担い手の育成対策を講じられたい。また、 

小規模農家や兼業農家が営農を継続していくための支援を図られ 

たい。 

（９）農業の合理化のため、農地の集積、集約による農業経営 

の大型化、機械化を推進するとともに、栽培技術等の情報化を推

進されたい。 

（１０）異常気象に対応できる品種の開発を図られたい。 

（１１）農作物等の盗難被害が毎年発生しているため、啓発活 

動等の対策を図られたい。 

（１２）薬用作物栽培に対し、さらなる支援を検討されたい。 

続きまして、「６、遊休農地、耕作放棄地対策について」の要 

望事項です。 

４９ページを御覧ください。 

（１）は市へ、（２）から（４）は国、県、市へ要望するもの 

です。 

（１）遊休農地の調査結果を、農業委員、農地利用最適化推進 

委員と共有できる体制づくりを検討されたい。 

（２）農業者の高齢化や後継者不在のため耕作の継続が困難に 

なった農地、所有者不明の耕作放棄地について、担い手に集約で

きる方法を検討されたい。 

（３）相続未登記などの理由から所有者不明の農地、遠隔地居 

住者の所有農地について、効果的な耕作放棄地の防止対策を図る 

とともに、耕作放棄地や未転用農地の雑草処理、ゴミ投棄等に対 

する指導、対策を強化されたい。 

（４）相続による農地の細分化が進むことについて、対策を検 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

討されたい。 

続きまして、「７、食農教育の推進について」の要望事項です。 

（１）は市、ＪＡへ、（２）は県、市、ＪＡへ、（３）と（４） 

は市へ要望するものです。 

（１）食農教育に関する活動について、情報の共有など各組織 

の連携を図るとともに、活動に携わる組織や人材の確保、育成に

努められたい。 

（２）食農教育を通じて「食の安全、農業の大切さ」を啓発し、 

学校給食等に地元の農作物を優先的に使用する等、授業や学校給

食等で地産地消を推進する食農教育機会を増やすよう検討された

い。 

５０ページを御覧ください。 

（３）市内各小中学校において、全校を挙げた積極的な食農教 

育の取り組みとなるよう、教育委員会等と連携協力を図るととも

に、地域支援についても検討されたい。 

（４）耕作放棄地を食農教育に活用したり、生徒が育てた農産 

物の販売施設や圃場の整備に市として協力する等、次世代が農業

に魅力を感じ、就農を促進する支援体制づくりを検討されたい。 

続きまして、「８、有害鳥獣の被害対策について」の要望事項 

です。 

（１）は県、市へ、（２）から（５）は市へ要望するものです。 

（１）鳥獣被害防止活動に地域で取り組む組織への支援を拡充 

するとともに、補助枠の拡大を含む予算を確保されたい。また、 

行政による効率的駆除の取組や、個人捕獲に対する助成制度を整 

備されたい。 

（２）小型有害鳥獣の有効な駆除方法の指導や情報提供につい 

て、農家への周知を継続するとともに、鳥獣捕獲用オリの貸出数 

の増加等、行政による効果的な駆除対策の実施及び、被害防止に 

対する支援強化を図られたい。 

（３）ジャンボタニシの被害が年々拡大しているため、防除対 

策の周知及び用排水路も含めた被害対策を継続されたい。 

（４）小型鳥類による農作物への被害が拡大しているため、他 

都市の対策も参考にしつつ効果的な対策を図られたい。 

（５）大型獣（イノシシ等）の捕獲は、頭数制限もあり個人で 

の対処は困難なため、被害が拡大する前に市で抜本的な対策を図 

られたい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

５１ページを御覧ください。 

「９、農業基盤整備対策について」の要望事項です。 

（１）と（２）は県、市へ、（３）は市へ、（４）は県、市へ 

要望するものです。 

（１）用排水路及び揚水機の老朽化が著しいことから、引き続 

き修繕等施設の改良に努められたい。また、公共事業により移設、 

再整備を実施する際は、地域の意見を反映されたい。 

（２）これまで行われた圃場整備は、道路幅員が狭く、畦畔に 

よって区画が狭小となっていること、さらに、用水と排水が分離 

されていないことに加えて、用水が十分に供給できないなど、農 

地集積を進め、効率的な経営の実施に支障となっている状況も見 

受けられることから、大型の機械化にも対応できるような圃場整 

備事業を検討されたい。 

（３）道路や水路の法面の草刈等の管理を行っているのは農業 

者であることを広くＰＲし、状況の改善を図るとともに作業者の

安全確保を図られたい。 

（４）農業用ため池の安全対策について検討されたい。 

続きまして、「１０、市街化区域内農地の地方税軽減制度につ 

いて」の要望事項です。 

５２ページを御覧ください。 

（１）と（２）は国、市へ、（３）は市への要望です。 

（１）都市農業振興基本法では、都市農業の振興に関する施策 

を実施するため、必要な税制上の措置を講ずるように求めており、

生産緑地指定など、都市農業の特性に応じた対応を図られたい。 

（２）次世代を担う後継者が農業を継続できるよう、負担が大 

きい市街化区域内農地の固定資産税について、早急な軽減措置を 

検討されたい。 

（３）農地の都市計画税について、減免又は軽減措置を検討さ 

れたい。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

ただいま、議案第６３号について事務局から説明を受けました

が、何か御意見等ございましたら御発言願いたいと思います。 

 

御発言も無いようですので、原案のとおり決定することについ 

て、御異議ございませんか。 



 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 
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 【「異議なし」との声が多数あり。】 

 

御異議ございませんので、原案のとおり決定致します。 

決定致しました「平成３１年度農業施策に関する要望書につい

て」は、国、県、市、ＪＡへ要望致します。 

 

引き続きまして、現在、黒野地区、岩地区及び芥見地区におい

て砂利採取に伴う一時転用許可がされています。 

黒野地区の工事の進捗状況について、担当地区の野々村貢委員、

御説明をお願いします。 

 

黒野地区内で現在行われている砂利採取の状況を報告致します。 

現在埋戻し作業が行われており、８月２８日に事業者と県及び

市の関係部局による定期立入検査がありましたが、問題なく埋戻

しが行われていることを確認しております。 

今後は農地への復元まで、地区農政推進委員や関係部局による

見回りを行ってまいります。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、岩地区及び芥見地区の工事の進捗状況について、

担当地区の清水健吉委員、御説明をお願いします。 

 

岩地区内２件及び芥見地区内１件の砂利採取の状況を報告致し

ます。 

８月２８日に県及び市の関係部局による定期立入検査を行って

おります。 

まず、岩滝西２丁目地内の砂利採取地につきましては、残すと

ころは表土の埋戻し作業となっており、今週埋戻しが完了する予

定であります。 

次に、岩滝西３丁目地内の砂利採取につきましては、特に問題

なく埋戻し作業が行われています。 

最後に、芥見嵯峨２丁目地内の砂利採取についてですが、２８

日の定期立入検査の際に、採取区域北側の保安距離が６０センチ

メートル不足していることを県が確認し、採取計画の遵守義務違

反についての通知が同日付けで発出されました。事業者は速やか

に現場を是正し、改善計画等を記載した実施確約書を県に提出し
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議  長 

 

 

 

 

 

 

 

出口主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たとのことです。また、県は９月７日に保安距離が是正されたこ

とを確認しております。今後このような違反が無いよう事務局か

ら指導しております。 

今後も引き続き、地区農政推進委員や関係部局による見回りを

行ってまいります。 

 

ありがとうございました。 

ただいま報告のありました工事の進捗状況について、何か御質

問等ございましたら御発言願いたいと思います。 

 

御質問も無いようですので、砂利採取の報告についてはこれを

もって終わらせていただきます。 

なお、黒野地区、岩地区及び芥見地区については今後も引き続

いて中間報告をお願いしたいと思います。 

 

引き続きまして、別冊の第９回農業委員会総会議案その２でご

ざいます。 

議案第６４号、岐阜農業振興地域整備計画の変更に対する意見

決定について、平成３０年９月６日付け、岐阜市農政第１２２号

をもって、岐阜市長から依頼がありましたので、農業委員会の意

見を決定するため提案します。 

関係部局の説明を求めます。 

 

農林政策課の出口と申します。よろしくお願い致します。 

議案につきましては、表紙に平成３０年第９回岐阜市農業委員

会総会議案その２農業振興地域の整備に関する法律関係と書かれ

ている冊子になりますので、よろしくお願い致します。 

それでは、１ページからの議案第６４号、岐阜農業振興地域整

備計画の変更に対する意見決定についての内容を御説明致します。 

今回は２件の軽微な変更としての用途区分の変更、１件の農用

地への編入の申出、２件の農用地からの除外の申出に対する意見

の決定を御審議いただくものでございます。 

３ページに記載の軽微な変更として、農業用施設用地に用途区

分変更するものが２件で、田が２筆の合計２，２４７平方メート

ルとなります。 

続いて、４ページ、５ページに記載の軽微な変更以外の変更と
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議  長 

して、農用地への編入については、畑が１筆で１０６平方メート

ルとなります。 

また、５ページに記載の除外につきまして、田が３筆で合計 

３，４８２平方メートルの農用地除外となります。 

続きまして、６ページを御覧ください。 

農用地区域から除外等の申出があった３件の詳細が書いてあり

ますので、概要を御説明いたします。 

整理番号１は、方県地域からの病院の建設の申出でございます。

所在地は安食１丁目地内でありまして、９ページの申出地と示さ

れている部分でございます。面積は２筆合計３，０００平方メー

トルであります。 

整理番号２は、常磐地域の農家住宅の申し出で、所在地は上城

田寺西地内であります。１０ページの申出地と示されている部分

で、面積は４８２平方メートルであります。 

整理番号３は、西郷地域からの編入の申出でございます。こち

らは、既存施設の敷地拡張、駐車場として、平成３０年１月４日

付けで除外をいたしましたが、計画の目途が立たなくなったため、

農用地区域に再び編入するものです。所在地は中西郷三丁目地内

でありまして、１１ページの地図で申出地と示されている部分で

ございます。面積は１０６平方メートルであります。 

最後に、７ページにお戻りください。 

３の市町村検討調書に記載されておりますように、除外の申出

のありました２件は、いずれも農業振興地域の整備に関する法律

に規定された要件を満たしており、それぞれ周辺農地に影響の少

ない場所として、申出地を選定されたものでございます。 

第６４号議案の御説明は以上でございます。 

 

ただいま、議案第６４号について説明を受けましたが、何か御

意見等ございましたら御発言願いたいと思います。 

 

御発言も無いようですので、原案のとおり決定することについ

て、御異議ございませんか。 

 

【「異議なし」との声が多数あり。】 

 

御異議ございませんので、原案のとおり決定致します。 



 

議  長 

 

 

以上をもちまして、本日の議案はすべて終了致しましたので、

本日の会議はこれにて終了致します。 

 

 

 

議長は、本日の会議終了につき午後４時１２分閉会を宣す。 


